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特定非営利活動法人 ヒューマ ンケア定款

第 1章  総則
(名 称 )

1条 この法人は、特定非営利活動法人 ヒューマンケア とい う。

(事務所 )

2条 この法人は、主たる事務所 を東京都福生市に置 く。
第 2章 目的及び事業

(日 的 )

3条 この法人は、幼児・児童か ら青少年等の健全育成及び社会人の福祉社会へ向けて

の社会教育並びに老齢者 の看護・介護を援助す る事業 を行い、また、広 く市民活動 を

支援 し、社会福祉全般 に寄与す ることを 目的 とす る。

(特 定非営利活動の種類 )

4条 この法人は、前条の 目的を達成す るため、次に掲げる種類の特定非営利活動 を行

つ。

1)子 どもの健企育成 を図 る活動
2)社 会教育の推進 を図る活動
3)保 健、医療又は福祉 の増進を図る活動
4)ま ちづ くりの推進 を図る活動
5)前 各号に掲げる活動を行 う団体の運営又は活動に関す る連絡、助言又は援助
の活動

(事 業の種類 )

第 5条 この法人は、第 3条 の 目的を達成す るため、次の特定非営利活動に係 る事業を行

り。

(1)
(2)
(3)
(4)

乳幼児の保育施設 (保育所等)の 管理運営に関する事業
小中学生を対象 とした余暇時間を活用 したフ リースクール開催事業

不登校児等を対象 とした教育事業

社会人等の福祉に関す る社会教育講座の開催事業

(ア )ホ ームヘルパー養成講座
(イ )介 護福祉士養成講座
(ウ )ケ アマネージャー養成講座
(工 )看 護教育に関す る講座
居宅介護サー ビス事業、及び介護保険法に基づ く第一号事業

居宅介護支援事業

有料老人ホーム、及びサー ビス付き高齢者向け住宅の設置、運営、管理

食事サー ビス事業

移送サー ビス事業
10)看 護・介護等広報啓発及び介護用品の十午及事業
11)施 設の管理運営事業
12)そ の他 この法人の 目的 を達成す るための必要 な事業
第 3章 会員

(種別 )

6条 この法人の会員は、次の 2種 とし、正会員 をもって特定非営利活動促進法 (以 下
「法」 とい う。)上 の社員 とす る。
(1) 正 会 員  この法人の 目的に賛同 して入会 した個人

5)
6)
7 ヽ′ ソ
8)
9)

|



(2)賛 助会員  この法人の 目的に賛同 して賛助す るため入会 した個人及び団体
(入会 )

7条  会員の入会については、特に条件 を定めない。
2 会員 として入会 しよ うとす るものは、理事長が別 に定める入会 申込書によ り、理事
長 に申 し込む もの とし、理事長 は、正 当な理 由がない限 り、入会 を認 めなければな ら

ない。

3 理事長 は、前項の ものの入会 を認 めない ときは、速やかに理 由を付 した書面をもっ

て本人にその旨を通知 しなければな らない。

(入会金及び会費 )

第 8条  会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入 しなければな らない。

(会 員の資格喪失 )

第 9条  会員が次の各号のいずれかに該 当す るに至った ときは、その資格 を喪失す る。

(1) 退会届の提出を した とき。
(2) 本人が死亡 し、失踪宣告 を受けた とき又は会員である団体が消滅 した とき。

(3)継 続 して 2年 以上会費 を滞納 した とき。

(4) 除名 された とき。
(退 会 )

10条  会員は、理事長が別 に定める退会届 を理事長 に提出 して、任意 に退会す るこ

とができる。

(除名 )

第 11条  会員が次のいずれかに該 当す るにいたつた ときは、総会の議決により、これ

を除名す ることができる。 この場合、その会員 に対 し、議決の前に弁明の機会を与え

なければならない。

(1) この定款に違反 した とき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした とき。

(入会金及び会費の不返還 )

12条 既納の入会金、会費は、返還 しない。

第 4章  役員
(種別及び定数 )

第 13条  この法人に次の役員 を置 く。
(1) 理   事    3名 以上 10人 以内

(2) 監   事    1名 以上 2人 以内
2 理事の うち、 1人 を理事長、 2人 を副理事長 とす る。

(選任等 )

14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選 とす る。
3 役員の うちには、それぞれの役員 について、その配偶者若 しくは三親等以内の親族

が 1人 を超 えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員

の総数の 3分 の 1を 超 えて含まれ ることになってはな らない。

4 法第 20条 各号のいずれ かに該 当す る者 は、 この法人 の役員 にな るこ とがで きな

い 。

5 監事 は、理事又はこの法人の職員 を兼ね ることができない。



(職務 )

第 15条  理事長は、この法人を代表 し、その業務を総理す る。
2 副理事長は、理事長 を補佐 し、理事長に事故あるとき又は欠けた ときは、理事長が
あらか じめ指名 した順序により、その職務 を代行する。

3 理事は、理事会を構成 し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、 この法人の

業務を執行す る。

4 監事は、次に掲げる職務を行 う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査す ること。
(2) この法人の財産の状況を監査す ること。
(3) 前 2号 の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関 し不正の行為

(4)

(5)

は法令若 しくは定款 に違反す る重大な事実があることを発見 した場合 には、 こ

れ を総会又は所轄庁に報告す ること。

前号の報告 をす るため必要がある場合には、総会 を招集す ること。

理事の業務執行の状況又は この法人の財産の状況について、理事 に意見を述

若 しくは理事会の招集 を請求す ること。

(任期等 )

16条  役員の任期 は、 2年 とす る。ただ し、再任 を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によつて就任 した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者
の任期の残任期間 とす る。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任す るまでは、その職務 を行

わなければならない。

(欠 員補充 )

17条  理事又は監事 の うち、その定款 の 3分 の 1を 超 える者が欠 けた ときは、遅滞

な くこれ を補充 しなければな らない。

(解任 )

18条  役員が各号のいずれかに該 当す るに至つた ときは、総会の議決 によ り、 これ

を解任す ることができる。 この場合 、その役員 に対 し弁明の機 会 を与えなければな ら

ない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行 に耐 えない と認 め られ るとき。

(2)職 務上の義務違反その他役員 としてふ さわ しくない行為があった とき。

(報酬等 )

19条  役員は、その総数の 3分 の 1以 下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務 を執行す るために要 した費用 を弁償す ることができる。
3 前 2項 に関 して必要な事項は、総会の議決 を経て、理事長が別 に定める

第 5章  総会
(種別 )

第 20条  この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の 2種 とす る。

(構成 )

第 21条  総会は、正会員をもって構成す る。
(権 能 )



22条  総会は、以下の事項について議決す る。
(1) 定款の変更
(2)解 散
(3)合 併
(4) 事業計画及び予算並びにその変更
(5) 事業計画及び決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金 (そ の事業年度内の収益をもって償還す る短期借入金 を除 く
条において同 じ。)そ の他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9) 事務局の組織及び運営
(10)そ の他運営に関する重要事項
(開催 )

第 23条  通常総会は、毎年 1回 開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当す る場合に開催する。
(1) 理事会が必要 と認 め招集の請求をした とき。
(2) 正会員総数の 3分 の 1以 上か ら会議の 目的である事項を記載 した書面をもっ
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招集 の請求があった とき。

(3)第 15条 第 4項 第 4号 の規定により、監事か ら招集があった とき。

(招 集 )

24条  総会は、前条第 2項第 3号 の場合 を除き、理事長が招集す る。

理事長 は、前条第 2項第 1号及び第 2号 の規定 による請求があった ときは、その 日

か ら 30日 以内に臨時総会 を招集 しなければな らない。

総会 を招集す るときは、会議 の 日時、場所、 目的及び審議事項 を記載 した書面 をも

って、少な くとも 5日 前までに通知 しなけれ ばな らない。

(議長 )

25条  総会の議長 は、その総会において、出席 した正会員の中か ら選出す る。

(定 足数 )

26条  総会 は、正会員総数 の 2分 の 1以 上の出席 がなけれ ば開催す ることができな

(議決 )

27条  総会 の議決事項 は、第 24条 第 3項 の規定によつてあ らか じめ通知 した事項

とす る。

総会の議事は、 この定款 に規定す るもののほか、出席 した正会員の過半数 をもって

決 し、可否同数の ときは、議長 の決す るところによる。

(表決権等 )

28条  各正会員の表決権は、平等なるもの とす る。
やむ を得ない理 由のため総会に出席 できない正会員 は、あ らか じめ通知 された事項

について書面 をもって表決 し、又は他の正会員 を代理人 として表決 を委任す ることが

できる。

前項の規定 に よ り表決 した正 会員 は、前 2条 、次 条第 1項 及 び第 49条 の適 用 につ

，

一

一
●
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いては、総会に出席 した もの とみなす。

総会の議決 について、特別 の利害関係 を有す る正会員 は、その議事の議決 に加 わる

ことができない。

(議事録 )

29条  総会の議事 については、次の事項 を記載 した議事録 を作成 しなけれ ばな らな
い 。

(1)日 時及び場所
(2)正 会員総数及び出席者数 (書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、
その数を付記す ること。)

(3)審 議事項
(4)議 事の経過の概要及び議決の結果
(5)議 事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任 された議事録署名人 2人 以上が署名 、
押印 しなければならない。

第 6章  理事会
(構成 )

第 30条  理事会は、理事をもって構成する。
(権能 )

31条  理事会は、 この定款で定めるもののほか、次の事項 を議決す る。
(1)総 会に付議す る事項
(2)総 会の議決 した事項の執行に関す る事項
(3)そ の他総会の議決 を要 しない会務の執行 に関す る事項

(開 催 )

32条  理事会は、次のいずれかに該 当す る場合 に開催す る。
(1)理 事長が必要 と認 めた とき。
(2)理 事総数の 2分 の 1以 上か ら会議の 目的である事項 を記載 した書面をもって招

集の請求があった とき。

(3)第 15条 第 4項 第 5号 の規定によ り、監事か ら招集があった とき。

(招 集 )

第 33条  理事会は、理事長が招集す る。
2 理事長 は、前条第 2号 及び第 3号 の規定 による請求があった ときは、その 日か ら 3

0日 以内に理事会 を招集 しなければな らない。

3 理事会 を招集す る ときは、会議 の 日時、場所 、 目的及び審議事項 を記載 した書面 を

もって、少 な くとも 5日 前までに通知 しなければな らない。

|(議 長 )
34条  理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決 )

第 35条  理事会にお ける議決事項は、第 33条 第 3項 の規定によってあ らか じめ通知

した事項 とす る。

2 理事会 の議事は、理事総数の過半数 をもって決 し、可否同数 の ときは、議長の決す

るところによる。

(表 決権等 )

36条  各理事の表決権は、平等なるもの とす る。
2 や む を得 ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事二塁



について書面をもって表決す ることができる。

3 前項の規定によ り表決 した理事は、次条第 1項 の適用 については、理事会 に出席 し
た もの とみなす。

4 理事会の議決 について、特別の利害関係 を有す る理事は、その議事の議決 に加 わる
ことができない。

(議事録 )

第 37条  理事会の議事 については、次の事項 を記載 した議事録 を作成 しなけれ ばな ら
ない。

(1)   日時及び場所
(2)   理事総数及び出席者数 (書面表決者又は表決委任者 がある場合 にあって
は、その数を付記すること。)

審議事項

議事の経過の概要及び議決の結果

議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録 には、議長及びその会議において選任 された議事録署名人 2人 以上が署名 、

押印 しなければならない。

第 7章  資産及び会計
(資産の構成 )

第 38条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成す る。
設立当初の財産 目録 に記載 された資産

入会金及び会費

寄付金品

財産か ら生 じる収益

事業 に伴 う収益

(6) その他の収益
(資 産の区分 )

39条  この法人の資産は、特定非営利活動に係 る資産 とす る。

(資 産の管理 )

40条  この法人の資産 は、理事長 が管理 し、その方法は、総会の議決 を経て、理事

長が別に定める。

(会 計の原則 )

41条  この法人の会計は、法第 27条 各号に掲 げる原則 に したがつて行 うもの とす

る。

(会 計の区分 )

第 42条  この法人の会計は、特定非営利活動に係 る事業会計 とす る。

(事業年度 )

43条  この法人の事業年度は、毎年 4月 1日 に始ま り翌年 3月 31日 に終わる。

(事 業計画及び予算 )

44条  この法人の事業計画及び これに伴 う予算は、理事長 が作成 し、総会の議決 を

経 なければな らない。

(暫 定予算 )

第 45条  前条の規定にかかわ らず、やむ を得 ない理 由によ り予算が成立 しない とき

は、理事長は、理事会の議決 を経て、予算成立の 日まで前事業年度の予算に準 じて収

益費用を講 じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立 した収益費用 とみなす。

(3)
(4)
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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(予算の追加及び更正 )

46条  予算議決後にやむを得 ない事由が生 じた ときは、総会の議決 を経て、既定予
算の追加又は更正をす ることができる。

(事業報告及び決算 )

47条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産 目録等の決算に関
す る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成 し、監事の監査を受け、総

会の議決を経なければならない。

決算上剰余金を生 じたときは、次事業年度に繰 り越す ものとす る。

(臨機の措置 )

48条  予算 をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を
し、又は権利の放棄を しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第 8章  定款の変更、解散及び合併
(定款の変更 )

第 49条  この法人が定款 を変更 しよ うとす る ときは、総会 に出席 した正会員の 4分 の

3以 上の多数 による議決 を経、かつ、法第 25条 第 3項 に規定す る事項については、

所轄庁の認証 を得なければな らない。

2 この法人の定款 を変更 (前項 の規定によ り所轄庁の認証 を得 なければな らない事項

を除 く。)し た ときは、所轄庁に届 け出なければな らない。

(解散 )

第 50条  この法人は、次に掲げる事 由によ り解散す る。
1)総 会の議決
目的 とす る特定非営利活動 に係 る成功の不能

正会員の欠亡

合併

破産手続開始の決定

所轄庁による設立認証の取消 し

2 前項第 1号 の事由によ りこの法人が解散す るときは、正会員総数の 4分 の 3以 上の

承認 を得なければな らない。

3 第 1項 第 2号 の事 由に よ り解散す る ときは、所轄庁 の認 定 を受 けなけれ ばな らな

弟

い 。

(残 余財産 の帰属 )

51条  この法人が解散 (合 併又 は破産手続開始の決定による解散 を除 く。)し た とき

に残存す る財産 は、法第 11条 第 3項 に掲げ るものの うち総会 において正会員総数 の

4分 の 3以 上の議決 を したものに譲渡す るもの とす る。

(合 併 )

52条  この法人が合併 しよ うとす るときは、所轄庁の認定を得 なければな らない。
第 9章  公告の方法
(公告 の方法 )

53条  この法人の公告は、 この法人の掲示場 に掲示す るとともに、官報 に掲載 して

行 う。 ただ し、法第 28条 の 2第 1項 に規定す る貸借対照表の公告 については、内閣

府 NPO法人ポー タルサイ ト (法人入力情報欄 )に 掲載 して行 う。

第 10章  事務局
(事務局の設置 )

2)
3)
4)
5)
6)



第 54条  この法人に、この法人の事務を処理す るため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置 く。

2

(職員 の任免 )

55条  事務局長及び職員は、理事長が任免す る。
理事は、事務局長及び職員 と兼職す ることができる。

(組織及び運営 )

56条  事務局の組織及び運営に関 し必要な事項は、総会の議決 を経 て、理事長が別
に定める。

第 11章  雑則
(細則 )

57条  この定款 の施行 について必要な細則 は、理事会の議決 を経て、理事長がこれ
を定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の 日か ら施行す る。
2 この法人の設立 当初の役員は、次に掲げるもの とす る。
理事長 半澤比呂美

副理事長 半澤友彦

副理事長 坂本 昌己

理 事 内田洋久

理 事 目黒敏夫

理 事 中條智之

理 事 児玉聖悦

理 事 東 佳徳
理 事 上村隆行

監 事 清水一雄

3 この法人設立当初の役員の任期 は、第 16条 第 1項 の規定にかかわ らず、成立の 日
か ら平成 16年 6月 30日 まで とす る。
4 この法人 の設立 当初の事業計画及び収支予算は、第 43条 の規定にかかわ らず、設
立総会の定めるところによる。

5 この法人 の設立当初 の事業年度 は、第 48条 の規定にかかわ らず、成立の 日か ら平
成 16年 3月 31日 まで とす る。
6 この法人の設立当初 の入会金及び会費は、第 8条 の規定にかかわ らず、次に掲 げる
額 とす る。

正会員   入会金 5 000円

年会 費 10,000円

賛 助 会 員 入 会 金 (個 人・ 団

体 )

5 000円

年 会 費 (個 人 ・ 団

体 )

口 5,000円 (一

日以上 )

附 則  (平 成 17年 7月 10日 )
この定款は、平成 17年 7月 10日 か ら施行す る。



この定款は、平成

この定款は、平成

この定款は、平成

附 貝|」 (平 成
この定款は、平成

附 員」 (令 和
この定款は、令和

21年 9

2 5イ‐li 5

2 5イ117

31年 3

31年 3

7年 6月

7年 6月

月 2

月 1

月

月 2

月 2

00
00

0

4

1

9

9

日

日

日か ら施 行 す る。

日か ら施 行 す る。

日か ら施 行 す る。

日 )

日か ら施 行 す る。

)

か ら施行する。

(日 本産 業規格 A列 4番 )

|



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 7年度  事 業 計 画 書

特定非営利活動法人ヒューマンケア

1 事業実施の方針
① 介護保険事業、サービス付き高齢者向け住宅の運営

② 市民講座、居場所づくりを通して地域福祉の増進を図る。 (子ども食堂、体操教室、認知症家族

会、市民センター受託等)

③ フードパントリーによる食の支援。

④ 不登校児の親子支援の活動。フリースクールの運営、親の会、学習支援を行う。

⑤ 高校で看護医療系進学ガイダンスでの受験指導。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【69,002】 千円 )

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

①乳幼児の保育施設

(保育所等)の管理運

営に関する事業

実施予定なし

②小中学生を対象と

した余暇時間を活用

したフリースクール

開催事業

フ リースク
ル

体験活動

火・木・金
10時～15時 事業所

4名
一般市民
小中高生

20人 3,500

③不登校児等を対象

とした教育事業

学習支援、食事
提供、親の会開
催

火・木・金
10時～15時 事業所

4名
一般市民
小中高生

20人 1,500

④社会人等の福祉に

関する社会教育講座

の開催事業

1.市民講座の実
施
2.看護医療系ガ
イダンス
3.市民センター
事業

不定期

1.輝 きサ
ポー ト
センタ

2.首都圏
高校
福 生 市 セ
ンター

1.3
2.2
3.5

名
名
名
一般市民 4300人 12,300

⑤居宅介護サービス

事業、及び介護保険

法に基づく第一号事

業

老 人デ イサー
ビス 2拠点 通年 事業所 23人

一 般 市 民
要介護者

150人 57,702



⑥居宅介護支援事業

1.介護保険外
サ ー ビス

2.体操教室の
開催
3.謝
饗
症家族

4.食品ロス、
パントリー
5.子 ど も食
堂、子ども
の居場所、
猛 料 執

6.芸罷ラェス

1.不定期
2.(土)10時
～12時
3.毎 月第 4
水曜
4.不定期
5.月 6回
6. 2/28

1.同行
2.事業所
3.福祉セ
ンター
4.事業所
5.市内
6.市民会
館

1.3人
2.4人
3.5人
4.3人
5.10人
6.8人

一般都民 延ベ
1500人 2,000

⑦有料老人ホーム、及
びサービス付き高齢
者向け住宅の設置、運
営、管理

高齢者住宅の
運営 通年 3.事業所 11人 一般市民

要介護者
150人 ⑤に含む

③食事サービス事業
高齢者住宅で
の食事サー ビ
ス

通年 事業所 11人 一般市民
要介護者

150人 ⑤に含む

⑨移送サービス事業 老人デイサービス 2」処点 通年 事業所 23人 一般 市民
要介護者

150人 ⑤に含
む

⑩看護・介護等広報啓

発及び介護用品の普

及事業

実施予定なし

霙
施設の管理運営事

の

理・利用受付・
事業企画・地域
ネ ッ トワーク
支援・利用者サ
ービス・地域貢
献   ~´
~

通年
輝 きサ ポ
ー トセ ン
ター

1名 一般市民
一般都民

0人 0

⑫その他この法人の

目的を達成するため

の必要な事業

予定なし

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【   】千円)
定款
さ
事

に記載
れた
業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 8年度  事 業 計 画 書

特定非営利活動法 ヒューマンケア

1 事業実施の方針
① 介護保険事業、サービス付き高齢者向け住宅の運営

② 市民講座、居場所づくりを通して地域福祉の増進を図る。 (子 ども食堂、体操教室、認知症家族

会、市民センター受託等)

③ フードバントリーによる食の支援。

④ 不登校児の親子支援の活動。フリースクールの運営、親の会、学習支援を行う。

⑤ 高校で看護医療系進学ガイダンスでの受験指導。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【86,300】 千円)

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

①乳幼児の保育施設

(保育所等)の管理運

営に関する事業

実施予定なし

②小中学生を対象と

した余暇時間を活用

したフリースクール

開催事業

フ リースクー
ル

体験活動

火・木・金
10時～15時 事業所

4名
一般市民
小中高生

20人 3,500

③不登校児等を対象

とした教育事業

学習支援、食事
提供、親の会開
催

火・木・金
10時～15時 事業所

4名
一般市民
小中高生

20人 1 500

④社会人等の福祉に

関する社会教育講座

の開催事業

1.市民講座の実
施
2.看護医療系ガ
イグンス
3.市民センター
事業

不定期

1. 輝き
ポー
セン

2.首都
高校
福 生 市
ンター

サ
ト
タ

圏

セ

1.3
2.2
3.5

名
名
名
一般市民 4300人 12,300

⑤居宅介護サービス

事業、及び介護保険

法に基づく第一号事

業

老人デイサー
ビス 2拠点 通年 事業所 23人 一 般 市 民

要介護者
150人 62,000



⑥居宅介護支援事業

1.介護保険外
サービス
2.体操教室の
開催
3.認知症家族
の会
4.食品ロス、
パントリー
5.子 ど も食
堂、子ども
の居場所、
征 料 執
′::Ⅵ i'‐‐

6.芸 能 フェス

1.不定期
2.(土)10時
～ 12時
3.毎 月第 4
水曜
4.不定期
5.月 6回
6. 2/28

1.同行
2.事業所
3.福祉セ
ンター
4.事業所
5.市内
6.市民会
館

1.3人
2.4人
3.5人
4.3人
5.10人
6.8人

一般都民 延ベ
1500人 2,000

⑦有料老人ホーム、及
びサービス付き高齢
者向け住宅の設置、運
営、管理

屋,曽者住宅
の
通年 3.事業所 11人 一般市民

要介護者
150人 ⑤に含む

③食事サービス事業
高齢者住宅で
の食事サー ビ
ス

通年 事業所 11人 一般市民
要介護者

150人 ⑤に含む

⑨移送サービス事業 老人 デイ サービス 2拠点 通年 事業所 23人
要
般 市民
介護者

150人 ⑤に含
む

⑩看護・介護等広報啓

発及び介護用品の普

及事業

実施予定なし

里
施設の管理運営事

施設の基本管
理・利用受付・
事業企画・地域
ネ ッ トワーク
支援・利用者サ

献 
ス・地域貢

通年
輝 きサ ポ
ー トセ ン
ター

1名 一般市民・
一般都民

5,000
人

5,000

⑫その他この法人の

目的を達成するため

の必要な事業

予定なし

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【   】千円)
載記
た
名

に
れ
業

款
さ
事

定
事業内容 日時 場所

従事者
人数

事業費
(千円)



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

7年度 活動予算書 (その他事業が生登場合)
匿雪
=コ特定非営利活動な人ヒューマンケア

単位 :円

1:会員受取会費
贅助全員■ ll,会 rt

2

|

居宅介護サー ビス事業 .及 び介護保険法に基づく第一号事業
有料者人ホーム及びサービス●き高齢者向け住宅の設置.運営.管理事業
居宅介譲支援事業

社会人等の融 1に関する社会教育講座の開催事業

不登校児等を対象とした教育事業

施設の管理運営事業

40.000.OOO
21,000.000
2.000.O00
300.000
100.000
0

5 の の

`取
千11自

3】

綸料手当

設員報酬

福利厚生費
外注費

38.500.000
240.000
70.000
200.000
{|10

2

交際費

旅費交通費

通 1言費
消耗品費

事務用品費
修繕費

水道光熱費
図書教育費

議会費
支払手数料

車両費

賃借料
リース料
保険料

租攪公諜

羊費
事業費

化入高
広告宣伝費
研修費

荷造運賃
会議費

97.0001
486.0001

388.00)
2.23].000,

436.60(|
582.0001

3.280.0001
29.1∞

|

291.000
824.500
1. 100.000

1:.482.O001
560.0001

700.0001
200.000
50.000
250.000
4.OOO.0001

800.OOO
100.000

10.000
]0.000

68 116. 100

0,人 件贅
●員報副
綸,手 当
退職給1'費

"l福利厚生費
交際費
旅費交通費 (後 員や事務局など鷲理業務に峡1わ る場合 )

通信費 (電 :`・ インターネッ トなど事務所で,,)

消任品費 (,務用品等 )
,務用品贅
修結費 (事務所設備等の修篠 )

水道光熱費 (,務所分 )
図書教育贅 (1'務 局職員の研 1'や参考資料 )

議会費 (11体 会員費等.管 理
`γ

,■格のもの ,

支払手資料 (根込千数料な ど,務処理上発 1_す るもの)

386.,00

3

15

]2

69

10

18

120

9

25

(万マ の他敵
~

0

885.900

6=:
=::

.11

`,■

,:|_|

tl」
||:度

1■ (|lt llイ I

2 007

災害損失
過年度損益修 11損

-457.990

〔メ

l ibO.00′

,0.000
△ 77.849.684
-76 769.677

7. 190.000



書式第 9号 (法第 10条・第25条関係)

8年度 活動予算書 (その他事業が生登場合)
特 利活動法人ヒューマンケア

11会 iti敢 会貨
,｀助全員三11■ t

3()0.000|■ lri‐ __

¨.‐ ・ 1‐ . |―

l.6,().000受1,Ili助 金

居宅介護サービス事業.よ び介護
^険
法に基づく第 ―

=事
業

右料老人ホーム及びサービス付き高

"者
向け住宅の設置.運営 .管理事業

居宅介護支援事業
社会人等の福祉に関する社会教育:"座の開催事業
不登校児笠を対象とした教育事業
施設の管理運営事業

40,000.000
21.000.000

t3.000.000
300.000
10.000.000

●1・ I[:
の

|}

交際賽
旅力交通費
通信費
消耗

``費事務用品費
修織贄
水道光熱費
図書秋●費
議会費
支払手数料
車両贅
賃僣料
リース料
保険料
租籠公課
雑賽
事業資
仕人高
広告■伝費
研修贅

荷造運賃
会議費

輌
輌
帥
¨
ｍ
ｍ
ｍ
珈
］
抑

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

００

００

∞

∞

∞

”

β

“

Ю

Ｄ

５

る

Ю

∞

Ю

Ｉ

Ｉ

■‐||| |
´
■ |||・ ″

,7.000
486.0001

388.0001
1.455.OOO
30'.600

486.0001
3,880.0001

24.250
291.000
824.6001

66.911.000

240.000
70.000
000.000

役員,,酬
給料千当
退職給付費用
福利厚生費
交際費
旅費交通費 (役員や事務局など管理業務に関わる場合)

通IH贅 に 話・インターネットなど事務所越詢
消耗品費 (事務用品等 )

事務用畠賽
修絆費 (事務所設備等の修結 )
水迪光熱費 (事務所分 )
図●教育費 (事務局曖員の研修や参考資料 )
議会贅 (団体全員費等.管理針 t格のもの )
支払手数料 (振込手数料など事務処理上発′1するもの,

600.000

2.910

14.550
11.640
43.650
10.185

1`.550
116.400
728

24.735

86 000.328
額

〕】

2 007

1

460 000
争 期 1 減  :

味 | 141 C80
70 000

′ヽ 77 369.677

人 1■

: 財 : -75 897.999

改 ユ ・ た い え 民
|

ヒーーー丹―――綱


